
 

 

 

令和５年度 

第４回 

宮崎地方最低賃金審議会 

 

 

 

 

 

宮 崎 労 働 局 

 

 

 

 

 
開催日時 令和５年８月 28 日(月) 午前 10：00～ 

開催場所 宮崎合同庁舎２階 共用大会議室



 

 

 

会  次  第 

 

１ 異議申出に関する審議について 

 

 

２ 検討小委員会報告について 

 

 

３ 特定(産業別)最低賃金の改正について 

 

 

４ その他 

 

 

  

 



 

 

 

１ 異議申出に関する審議について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 検討小委員会報告について 

 



 

 

 

３ 特定(産業別)最低賃金の改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 



 

 

令和５年度 

第４回 

宮崎地方最低賃金審議会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 崎 労 働 局 



 

 

令和５年度 

 

第４回 

宮崎地方最低賃金審議会資料目次 

 

１ ２０２３年度特定（産業別）最低賃金改正の申し出について ···················· 1 

２ 改正申出に関する要件審査結果 ············································· 3 

３ 宮崎県特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無について（諮問） ········ 5 

４ 最低賃金審議会令第６条第５項採用に関する基本的考え方について ·············· 7 

５ 検討小委員会報告（特定最低賃金改正の必要性の有無について） ················ 9 

６ 令和５年８月18日厚生労働省プレスリリース（令和５年度答申のポイント） ···· 13 

７ 異議の申出書（宮崎県労働組合総連合） ···································· 17 

 

 









































                 

宮崎労発基 0828 第２号 

令 和 ５ 年 ８ 月 28 日 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 橋口 剛和  殿 

 

 

宮崎労働局長 坂根 登 

 

 

最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(諮問) 

 

 

標記について、宮崎県労働組合総連合から、別添のとおり最低賃金法第 11 条

第２項に基づく異議の申出がありましたので、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 



宮崎地賃審発第８号 

令和５年８月 28 日  

 

 

宮崎労働局長 

坂 根 登  殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 橋口 剛和 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会の意見に関する異議の申出に

ついて（答申） 

 

 

令和５年８月 28 日貴職から、令和５年８月 10 日付け宮崎県最低賃金の改

正決定に係る当審議会の意見に対する宮崎県労働組合総連合からの異議申出

に関し意見を求められたので、慎重に審議した結果、下記の結論に達したので

答申する。 

 

記 

 

令和５年８月 10 日付け答申どおり決定することが適当である。 

 



 

宮崎地賃審発第７号 

令和５年８月 28 日  

 

 

宮崎労働局長  

坂 根  登  殿 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 橋口 剛和 

 

 

特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（答申） 

 

 

当審議会は、令和５年８月３日付けをもって最低賃金法第 21 条の規定に基

づき貴職から諮問のあった標記について、慎重に審議を重ねた結果、下記１

の最低賃金については改正決定することを必要と認めるとの結論に達し、下

記２、３及び４の最低賃金については改正決定する必要がないとの結論に達

したので答申する。 

 

記 

 

１ 宮崎県自動車（新車）小売業最低賃金 

 

２ 宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械

器具製造業最低賃金 

 

３ 宮崎県各種商品小売業最低賃金 

 

４ 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 

最低賃金 

 

 



宮崎労発基 0828 第１号 

令 和 ５ 年 ８ 月 28 日 

 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長 橋口 剛和 殿 

 

 

宮崎労働局長 坂根 登 

 

 

特定（産業別）最低賃金の改正決定について（諮問） 

 

 

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第２項の規定に基づき、下

記の特定（産業別）最低賃金の改正決定について、貴会の調査審議をお願いす

る。 

 

記 

 

１ 宮崎県自動車（新車）小売業最低賃金 

（平成 20 年宮崎労働局最低賃金公示第５号） 


